
〔様式６〕 

【疾病・感染症対策課】 

管理番号：40813 

不利益処分の名称 感染症指定医療機関の指定の取消 

◎法令の定め 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 38 条第 11 項 

 

 

 

 

◎処分基準の内容 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 38 条第 11 項 

 感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を

行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大

臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定

医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


